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入札制度等の改正について（通知） 

 

 

 

このことについて、次のとおり入札制度等を改正することとしたのでお知らせします。 

 

 

 

記 

 

 

 

１．１．１．１．    建設工事成績評定の要領について建設工事成績評定の要領について建設工事成績評定の要領について建設工事成績評定の要領について    

    

平成３０年４月から、国土交通省や岡山県を参考に同様の基準による新しい工事成績評定を

試行的に導入します。このため、新しい評定方法に基づく評定結果は、数値（評定点は、基準点

（６５点）±αの点数）による評定方法となります。 

なお、新しい工事成績評定は、試行期間を経て必要な見直しを行った後に施行（本格運用）す

る予定です。 

したがって、試行期間中は、国や県が行っている請負者への評定結果の通知は行いません。 

※ 詳細につきましては、備前市ホームページ「企業・事業者→入札・契約→入札・契約情報 TOP

→新着情報」の備前市建設工事成績評定要領を確認してください。 

 

・対象工事 

   １件の最終請負代金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）が１，３００千円以上となる 

工事。 

・適用時期 

 平成３０年４月１日以降にしゅん功検査を行う工事。 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．２．２．２．    市発注市発注市発注市発注のののの建設工事における技術者等の取扱いについて建設工事における技術者等の取扱いについて建設工事における技術者等の取扱いについて建設工事における技術者等の取扱いについて    

    

市発注の建設工事の適正な施工を確保するため、建設業法に基づく主任技術者または監理技

術者（以下「技術者等」という。）の適正配置について、次のとおり取扱うものとします。 

（１） 現場代理人 

  （資格要件） 

受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。（届け出による、健康保険被保険者証及

び雇用保険受給資格証で確認を行います。） 

  （工事現場へ常駐を要しない期間の取扱い） 

    現場代理人が工事現場に常駐すべき期間は、契約工期を基本とします。 

  （常駐緩和（兼務）の取扱い） 

市発注工事における現場代理人の常駐緩和については、平成２８年６月１日から実施して

いますが、平成３０年４月からは、３件の工事（既契約工事を含む。）で現場代理人の兼務を

認めます。 

また、当初請負代金の合計が３，５００万円（建築一式工事については７，０００万円）未

満の工事（既契約工事を含む。）について兼務を認めます。ただし、当初請負代金が１３０万

円未満の工事については、工事件数に制限は設けません。 

※ 詳細につきましては、備前市ホームページ「企業・事業者→入札・契約→入札・契約情報 TOP

→新着情報」の備前市発注工事における現場代理人取扱要領を確認してください。 

 

常駐緩和要件 旧 新 

兼務可能件数 

２件以内２件以内２件以内２件以内であること。（下請工事含む） 

※諸経費調整対象工事で、複数件ある

場合はそれぞれを１件とする。 

３件以内３件以内３件以内３件以内であること。 

※諸経費調整対象工事は、複数件であっ

ても１件とする。 

当初請負代金 

当初請負代金の合計が 

５００万円以上３，５００万円（建築

一式工事は５００万円以上７，０００

万円）未満であること。 

・当初請負代金の合計が３，５００万円

（建築一式工事は７，０００万円）未満

であること。 

・当初請負代金が１３０万円未満は兼務

可能件数に含めない。 

従事可能地域 
それぞれの工事現場が岡山県内である

こと。 

それぞれの工事現場が備前市内である

こと。 

そ  の  他 

・監督員と常時連絡可能な体制を確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現

場に向かう等適切な対応ができること。 

・兼務するいずれかの工事現場で業務に常駐できること。 

 

（２） 主任技術者等 

  （資格要件） 

① 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。（届け出による、健康保険被保険者証及

び雇用保険受給資格により、各々の入札方式によって行われる開札日以前に３ヶ月以上の雇

用があることの確認を行います。） 

② 請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該工事について一定の資格を有する者（主任

技術者又は監理技術者）を置かなければなりません。 

 



（工事現場に配置すべき技術者） 

① 主任技術者 

請負金額にかかわらず工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として全ての

工事において、主任技術者を配置しなければなりません。 

② 監理技術者 

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の

合計（以下「下請総額」という。）が４，０００万円（建築一式工事の場合は６，０００万円）

以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて所定の

資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。また、当初は主任技術者を配置した

工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請総額が４，０００万円（建築一式工事の

場合は６，０００万円）以上となった場合においても同様の取扱いとします。 

  （兼務の取扱い） 

① 主任技術者 

     工事公告文及び特記仕様書等で示される場合、また、請負代金が３，５００万円（建築一式 

  工事の場合は７，０００万円）以上の工事に配置される技術者（主任技術者又は監理技術者） 

  は、工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の工事現場との兼務は認めません。ただ 

  し、相互に密接に関連し、一体的に管理することが適当であると判断される場合は、兼務を 

  認めます。 

② 監理技術者 

兼務は認めません。 

③ 営業所の専任技術者 

営業所の専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。 

原則として工事現場に配置（技術者や一般作業員としても）することはできません。 

（注）特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職 

   務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接 

   し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所に 

   おいて営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者等となった場 

   合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取扱うこと 

   とされていますが、これは例外的に承認されることなので留意してください。 

  ・「備前市発注工事における現場代理人取扱要領」に基づき、営業所の専任技術者は現場代 

   理人になれません。 

  ・請負代金（税込）３，５００万円（建築一式工事の場合７，０００万円）未満の場合、専 

  任を要しない工事の主任技術者になることは特例として可能です。 

 ・請負代金（税込）３，５００万円（建築一式工事の場合７，０００万円）未満の場合、専 

  任を要する工事の主任技術者または監理技術者にはなれません。 

④ 工事外注計画と下請契約の予定額について 

    工事外注計画としては受注前に立案される概略のものから、着手時における詳細なものまで 

    が考えられます。適宜計画を作成し、下請負の予定額が４，０００万円（建築一式工事の場 

    合６，０００万円）以上となるか否かを把握し、監理技術者等の設置の要否を判断してくだ 

    さい。 

  



設 置 要 件 旧 新 

兼務可能件数 

２件以内２件以内２件以内２件以内であること。（下請工事含む） 

※諸経費調整対象工事で、複数件ある

場合はそれぞれを１件とする。 

件数に制限なし件数に制限なし件数に制限なし件数に制限なし。 

当初請負代金 

当初請負代金の合計が 

５００万円以上３，５００万円（建築

一式工事は５００万円以上７，０００

万円）未満であること。 

当初請負代金の合計が 

３，５００万円（建築一式工事は７，０

００万円）未満であること。 

 


